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通信指令センターの運用について

平成 24 年 8 月 22日
桑名 市消 防本部

1 消防救急無線のデジタル化
消防救急無線は、 消防救急活動の高度化及び電波の有効利用の観点から、 平成 15年

‐10月の電波法関係審査"基準のコ都塵雲匙裟拠"ミギ越そ8年｣頌渥馬具具五《選も墾在の入
アナログ方或こよる 150MHz帯周波数から 加MHz帯でのデジタ花方式煕移行く元芝夕排し
ィ寛ぎきざごと"とされているo

また、 平成 17 年度に総務省消防庁から、 消防救急無線の広域化 ･共同化はデジタル
化への移行費用節減と消防の広域応援活動への対応両面で有効なものとの判断のもと、
原則、都道府県を単位とk蕉広地処しまし鳳等の検討を行ぅべきとの考え方が示された。

これに伴い、 以下 3 ,点の整備が必要になる。
･共通波 (統制波 ･主運用波) の整備
･活動波の整備
･通信指令システムの整備

(1 ) 共通波の整備
共通波とは、主に緊急消防援助隊の活動、管轄区域を超える支援活動における消

防機関相互の連絡手段として、 また、 活動波の輻輳時に、 使用されるものであり、
統制波と主運用波がある。
その使用目的から、現在整備されている三重県防災行政無線網を活用することに

より、無線の広域化及び共同化が可能であることから、県域一体で整備することと
なった。整備匡 ? ぬこ“も｣三重県事町総合事務組合歪濾膝』となり、工事施工は、同
組合から三重県に委託し、 平成 24 ~ 26 年度の 3 ヶ年で整備工事を実施し、 平成 27
年度には、

⑥県域での消防無線｣交信が厨食旨講な為壬定叢為･る。
(2 ) 活動波の整備

活動波とは、市町村等がそれぞれの消防 ･救急業務の管轄地域において、消防 ･
救急業務の活動を行う場合に使用されるものである。
そのため、活動波の整備は、通信指令システム整備や消防本部ごとに異なる無線

運用などの問題から、 各消防本部で整備することとなった。
整備するにあたり、 ｢実施設計｣ ｢基地局 ･陸上移動局 ･携帯局の整備、 工事｣

が必要になる。
(3 ) 通信指令システムの整備

通信指令システムとは、主に 1 1 9 番通報を受信し、指令回線により消防隊 ･救
急隊等を出動させるシステム全般のことである。
現在、桑名市消防本部 2 階において、桑名市消防本部と四日市市消防本部が通信

指令システムの共同運用を行っているが、平成 28 年 5月 31日までに消防救急無線
がデジタル化されるにあたり、 通信指令システムも整備する必要がある。

2 現在の通信指令センターの状況
平成 19 年 4月に通信指令センターを桑名市消防本部に開設し、 桑名市消防本部と四

日市市消防本部が共同運用を行っている。
通信指令員数 人口 (人) 火災件数 救急件数 平成23年度負担割合 (% )

桑名市消防本部 12 2 18,490 110 7,8 39 4 1.975

四日市市消防本部 15 33 1,395 124 13,567 58.025

･火災件数 ･救急件数は、 平成 23 年中の統計による
･負担割合は、 国調人口比率 50%、 消防費基準財政需要額比率 50% で算出
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3 全国の消防指令業務共同運用実施状況
平成 17 年 7月 15日付消防消第 141号消防庁次長通知 ｢消防救急無線の広域化 ･共同

化及び消防指令業務の共同運用の推進について｣ により、 全国において別紙 1 のとおり
通信業務の共同運用が推進されている。

4 北勢地域消防本部の連携強化研究会の開催
今年度に入り、複数回にわたり同研究会が開催され、北勢 留肖防本部による通信指令

センター共同運用の効果の検討や、 単独運用及び共同運用のメリット ･デメリット等に

ついて説明があり、北勢地域 5消防本部による通信指令センターの共同設置について働
きかけがなされた。
その結果、桑名市と四日市市及び新たに菰野町を加えた 3消防本部での共同運用の有

効性について確認がなされたことから、 平成 28 年 4月の運用開始を目指し協議を進め
ている。

5 新しい通信指令センターの設置場所
新しい通信指令センターの設置場所については、
･高機能指令システムを更新するための十分なスペースを有していること
･イニシャルコストを低減するため、 可能な限り既存施設を活用すること

･地震等の災害に対し、 十分に強固な施設であること
を考慮し、四日市市消防本部は、新しい通信指令センターを同本部中消防署中央分署に
設置することとしている。 　

　

6 四日市市消防本部中消防署中央分署に設置する場合のメリット ･デメリット
( 1 ) メリット

ア 通信指令センターの立地条件
四日市市消防本部中消防署中央分署は、平成 20年 11月に建設され免震構造であ

り、 平成 23 年度版三重県の津波浸水予測図 (防潮堤等の施設がないとした場合)
によると津波浸水予測地域外である。

イ 通信指令センターの設置スペース
中央分署では、 通信指令センター設置の十分なスペースを確保している。
桑名市消防本部において通信指令システムを更新する場合、 現行のシステムを運

用しながらとなり、 設置場所の確保が非常に困難となる。
ウ 通信指令センター跡の利用

現在の通信指令センター跡を警報発令時あるいは大規模災害発生時等に設置す
る警防本部に活用することができる。

(2 ) デメリット ′

ア 住民の不安
｢119 番通報や消防隊の出動に遅れはでないか｣ ｢市境で 119 番回線が切れたと

きどうなるのか｣ 等、 住民の不安がある。
イ その他の必要経費 -

中央分署の施設改修費 (仮眠室 ･浴室等)、 中央分署と桑名市消防署との指令回
線使用料が必要になる。
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7 住民の不安に対する考察
(1 ) 災害地点の確定

管轄する区域が拡大するため災害地点の確定に時間を要するのではとの懸念は
あるが、現在の四日市市消防本部との共同運用では、発信地表示システムの導入に
より通報場所の特定が容易となっており特に支障は生じていない。

‐(2 ) 市境における 119番回線の切断
｢市境で 119 番の回線が切れた場合どうなるのか。｣ などの不安も予想されるが、

N T T では、中継伝送路の多ルート化や中継交換機を設置した重要通信センターの
分散設置などの対策を講じており、 119 番のバックアップ体制は整えられている。

8 今後のスケジュール (案)

実施年度 24年度 25年度 26年度 27年度 2鉾度

共通波煤にて実施) 本体工事

鯛始〉
活動波

難設計
/

本体土車
新指令センター

･

9 まとめ
･ ･

消防指令業務は、消防活動の最前線として災害通報の受信、出動指令、通信統制、情
報伝達など、 迅速かつ的確な対応が求められている。
通信指令センターの設置場所を、 桑名市消防本部から四日市市消防本部中消防署中央

分署に変更することは、立地条件、スムーズなデジタルへの移行、現在の通信指令セン
ター跡地の活用等総合的に考えて、市民へのサービスを低下させない中で、より効率的
かつ効果的な消防行政を進めていくためにも適切であると考えます。
また、菰野町消防本部を含め 3消防本部にて共同運用を行った場合には、通信指令員

の削減及び整備費の削減が見込めるものである。
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消防指令業務の共同運用の実施状況
(別紙 1 )

平成24年3月 1日現在

名 称 等 運用開始日 構成消防
本部数

管轄人口
(約 千人)

沼津市、 三島市、 裾野市、 長泉町及び清水町消防通信
指令施設運営協議会

H 1 1.4 . 1 5 44 5

豊橋市、 豊川市、 新城市、 蒲郡市及び田原市消防通信
指令事務協議会

H 16 . 10 . 1 5 776

四日市市及び桑名市消防通信指令事務協議会 H 19 .4 , 1 2 559

川西市、 宝塚市及び猪名川町消防通信指令事務協議会 H 19 . 10 , 1 3 42 1

焼津市消防防災局及び島田市消防通信指令事務委託 H 20 .4 . 1 2 257

金沢市、 かほく市、 津幡町、 内灘町消防指令事務協議
会

H 20 .4 . 1 4 560

柏市及び我孫子市消防通信指令事務協議会 H 2 2 .2 . 1 2 54 1

尼崎市及び伊丹市消防通信指令事務協議会 H 2 3ゞ 4 ,1 2 658

熊谷市及び行田市消防通信指令事務協議会 H 2 3 . 10 . 1 2 29 1

会津若松地方、 喜多方地方 (福島県) H 2 4 ,3 . 1 2 263

美作市、 津山市、 真庭市 (岡山県) H 24 .4予定 3 245

知多広域消防指令センター (愛知県) H 2 4 .4 . 1 6 62 1

瀬戸市、 尾張旭市 (愛知県) H 24 . 12予定 2 2 14

横須賀市、 三浦市 (神奈川県) H25.4予定 2 4 72

千葉市ほか19消防本部 (千葉県) H 25.4予定 2 0 3000

松戸市ほか 5消防本部 (千葉県) H25 4 予定 6 3000

海部南部、 海部東部、 愛西市、 津島市、 蟹江町
(愛知県)

H25.4予定 5 336

みよし市、 日進市、 東郷町、 豊明市、 長久手町
(愛知県)

H25.4予定 3 300

下関市、 美祢市 (山口県) H25. 10予定 2 3 12

小牧市、 犬山市、 江南市、 岩倉市、 清須市、 北名古屋
市、 豊山町、 大ロ町、 扶桑町 (愛知県)

H 23.11協定 6 538
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(3) 桑名市職員倫理条例について



桑名市職員倫理条例
(目的)

第 1 条 この条例は、 本市の職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務で
あることに鑑み、 職員の公務員としての倫理 (以下 ｢職員倫理｣ という。 ) の確立及び保持に資す

るため必要な措置を講ずることにより、 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くよう
な行為の防止を図り、 もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

･ (定義等)
第 2条 この条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 副市長、 常勤の監査委員、 地方公営企業の管理者及び地方公務員法 (昭和25年法律第
261号。 以下 ｢法｣ という。 ) 第 3 条第 2 項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第 6条第 1項に規定する任命権者 (同条第 2項の規定により権限を委任された
者を含む。 ) をいう。

(3) 管理職員 桑名市職員給与条例 (平成16年桑名市条例第46号) 別表第 1に掲げる職務の級 6
級以上に属する職員、 別表第 2 に掲げる職務の級 7 級に属する職員及び別表第 3 に掲げる職務の
級 3 級に属する職員をいう。

(4) 事業者等 法人 (法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。 )

その他の団体及び事業を行う個人 (当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に
限る。 ) をいう。

2 この条例の規定の適用については、 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、
従業員、 代理人その他の者は、 前項第 4 号の事業者等とみなす。
(職員が遵守すべき職員倫理の原則)

第 3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差
別的取扱いをしてはならず、 常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、 常に公私の別を明らかにし、 いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のた

めの私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、 法令により与えられた権限の行使に当たっては、 当該権限の行使の対象となる者からの
贈与等を受ける等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、 職務の執行に当たり、 関係法令若しくは職務上の義務に違反し、 又は職務の執行の公正

さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。
5 職員は、 職務外においても、 法令を遵守し、 自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に

認識して行動しなければならない。
(職員の責務)

第4 条 職員は、 自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、 前条に規

定する職員倫理の原則を遵守し、 常に自らを厳しく律しなければならない。
(任命権者の責務)

第 5条 任命権者は、 職員の行為が公務に対する市民の疑惑や不信を招くことのないよう常に注意を
喚起するとともに、 職員に対する研修等職員倫理の確立及び保持に資するため必要な措置を講じな
ければならない。

･

(管理職員の責務)
第 6条 管理職員は、 率先垂範して職員倫理の高揚に努めるとともに、 その職務の重要性を自覚し、
部下職員に対し職員倫理の確立及び保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
(市民及び事業者等の責務)

第 7条 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の執行について理解し、 協力するよう努め
なければならない。

2 何人も、 職員に公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。
(禁止行為)

　　　　　　　　　　　
第 8条 職員は、 規則で定める利害関係者との間において、 次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、 物品又は不動産の贈与 (せん別、 祝儀、 香典又は供花その他これらに

類するものとしてされるものを含む。 ) を受けること。



(2) 利害関係者から金銭の貸付け (業として行われる金銭の貸付けにあっては、 無利子のもの又
は利子の利率が著しく低いものに限る。 ) を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、 無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式 (金融商品取引法 (昭和23年法律第25号) 第 2条第16項に規定す
る金融商品取引所に上場されておらず、 かつ、 同法第67条の11第 1 項の店頭売買有価証券登録原

･簿に登録されていない株式をいう。 ) を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者とともに旅行 (公務のための旅行を除く。 ) をすること。
(9) 利害関係者をして、 第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、 職員は、 次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受け

ること。
(2) 多数の者が出席する式典、 総会等において、 利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、 当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、 当該利害関係者から提供される自動車 (当該利害関
係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。 ) を利用すること (当該利害関係

者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に

限る。 ) 。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、 利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する式典、 総会等において、 利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、 利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食等をすること。 ただし、 あらかじめ規則で定

める届出書を任命権者に提出し、 許可を得たときに限る。
3 第 1 項の規定の適用については、 職員 (同項第 9 号に掲げる行為にあっては、 同号の第三者。 以

下この項において同じ。 ) が、 利害関係者から、 物品若しくは不動産を購入した場合、 物品若しく

は不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行
為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、 当該職員は、 当該利害関係者から、 当該対

価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)

第 9条 職員は、 私的な関係 (職員としての身分にかかわらない関係をいう。 以下同じ。 ) がある者

であって、 利害関係者に該当するものとの間においては、 職務上の利害関係の状況、 私的な関係の

経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、 公正な職務の執行に対する市民
の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、 前条第 1 項の規定にかかわらず、 同項

各号 (第 9 号を除く。 ) に掲げる行為を行うことができる。
･

2 職員は、 前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断

することができない場合においては、 管理職員に相談し、 その指示に従うものとする。
(利茸閼隻義以処の者箋この間‐起溢はゑ禁典範珍為易

第 1 0 条 職員は、 利害関係者に該当しない事業者等であっても、 その者から供応接待を繰り返し受

ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応援待又は財産上の利益の供与を受けてはな
らない。

2 職員は、 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、 その

者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、 それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業

者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(贈与等の報告)

第 1 1 条 職員は、 事業者等から、 金銭、 物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待 (以下

贈 与等｣ という。 ) を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役

務に対する報酬として規則で定める報酬の支払を受けたとき (当該贈与等により受けた利益又は当
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該支払を受けた報酬の価額が 1 件につき5,000円を超える場合に限る。 ) は、 規則で定めるところ

により贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、 前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、 当該贈与等報告書の写しを桑
名市職員倫理審査会に提出しなければならない。
(贈与等報告書の保存及び閲覧)

第 1 2 条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、 これを受理した任命権者において、 これを
･ 提.出期限の日から起算して 5 年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、 任命権者に対し、 前項の規定により保存されている贈与等報告書の閲覧を請求すること

ができる。
(桑名市職員倫理審査会の設置及び組織)

第 1 3 条 職員倫理の確立及び保持に資するため、 桑名市職員倫理審査会 (以下 ｢審査会｣ という。 )

を置く。
2 審査会の所掌事務は、 次のとおりとする。

(1) 職員倫理に関する例規の制定又は改廃に関し、 意見を述べること。
(2) 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、 意見を述べること。
(3) 不祥事再発防止対策に関する評価、 検証及び見直しに関し、 意見を述べること。
(4) 任命権者に対し、 職員倫理の確立及び保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を

述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、 職員倫理の確立及び保持を図るため、 任命権者から諮問を受け

たことについて意見を述べること。
3 審査会の委員は、 5 人以内とし、 次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 職員倫理の確立及び保持に関し公正な判断をすることができ、 法律又は社会に関する識見を
有する者

(2) 部長又はこれと同等以上の職にある者

4 審査会の委員の任期は、 2 年とする。 ただし、 補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は、 再任されることができる。
6 審査会の委員は、 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長等)
第 1 4 条 審査会に会長を 1 人置く。
2 会長は、 前条第 3 項第 1 号の規定により委嘱された委員のうちから互選によってこれを定める。
3 会長は、 審査会を代表し、 会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、 又は会長が欠けたときは、 あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。
(審査会の会議等)

第 1 5 条 審査会の会議は、 会長が招集し、 会長が議長となる。
2 審査会は、 委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、 出席した委員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、 議長の決するところ

による。
4 会長及び委員は、 自己若しくは父母、 祖父母、 配偶者、 子、 孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関す

る事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、 その

議事に加 わることができない。 ただし、 審査会の同意があったときは、 会議に出席し、 発言するこ

とができる。
5 会長は、 議事に関し必要があると認めたときは、 委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、 又は必要な書類の提出を求めることができる

6 審査会の庶務は、 市長公室人事課において処理する。
(職員倫理の確立及び保持に関する調査)

第 1 6 条 任命権者は、 職員に職員倫理に関する例規に違反する行為 (以下 ｢違反行為｣ という。 )
を行った疑いがあると思料する場合で必要と認めるときは、 当該行為に関して必要な調査を行うも

のとする。
(違反行為があった場合の措置)

3



第 1 7 条 任命権者は、 職員が違反行為を行ったと認められる場合は、 その違反の程度に応じ、 法第
29条第 1 項の規定に基づく懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。
(公表)

第 1 8 条 市長は、 毎年、 職員倫理の確立及び保持に関する状況並びに職員倫理の確立及び保持に関
して講じた施策について公表するものとする。
(委任)

“第 1 9 条 この条例に定めるもののほか、 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。
附 則

(施行期日)
1 この条例は、 平成24年12月 1 日から施行する。

(桑名市職員倫理審査会条例の廃止)
2 桑名市職員倫理審査会条例 (平成24年桑名市条例第 2号) は、 廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の桑名市職員倫理審査会条例 (以下 ｢審査会条例｣ という。) 第 4
条第 2 項の規定により委嘱された桑名市職員倫理審査会の委員である者は、 この条例の施行の日々こ、
桑名市職員倫理条例 (以下 ｢倫理条例｣ という。) 第13条第 2 項の規定により、 桑名市職員倫理審
査会の委員として委嘱されたものとみなす。 この場合において、 その委嘱されたものとみなされる
者の任期は、 倫理条例第13条第 4 項の規定にかかわらず、 審査会条例第 4 条第 3 項の規定による桑
名市職員倫理審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
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(4) 本庁舎耐震工事について



本庁舎施設整備事業 【本庁舎耐震補強事業】

O 経緯
耕ぞ職

昨年度、 桑名市役所本庁舎耐震補強事業を、 窓口業務を行いながら工事を進
める、 いわゆる ｢居ながら工事｣ を条件とした、 ｢設計 ･施工について技術提案

を求める公募型プロポーザル｣ により、 施工業者を公募した。
プロポーザルでは、 ｢耐震工法｣、 ｢工事施工中における配慮｣、 ｢工事施工後の

影響 ･環境対策｣、 ｢地域貢献｣ 等について審査を行った。
結果は、 清水建設株式会社が提案した ｢地下 1 階柱頭免震工法｣ が、 工事施

工中における配慮や工期が短いことなどから高い評価を得て、一次 ･二次審査~
価格点の総合得点で、 契約の相手方に決定した。

○工事概要及びスケジュール

技術提案の工法の、｢地下 1階柱頭免震工法｣は、地下 邨著全ての柱の上部に、
免震装置 (85台)を配置することにより、地震時の耐震性能を確保するもので、
地下 軍皆部分に工事を集中させることで、 1階以上における、窓口業務を行いな
がら工事を進める ｢居ながら工事｣ を可能としている。

本庁舎耐震補強事業スケジュール … ･資料1
平成 24 年 4月 ~ 24 年 12月 :設計 (基本、 実施設計)

平成 24 年 ⑩ 月 ~ 24 年 12月 :仮設 (建物 ･弓1っ越し)

平成 25 年 1月 ~ 26 年 6月 :本工事

< 参考> 桑名市役所本庁舎耐震補強事業
･ 工 法 :地下 1階柱頭免震工法 … ･資料 2
･補強後の耐震性能 :□類

【震度 6強~ 7程度の大規模地震後、 構造体の大きな補修をすることなく、
建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が
図られている。】

･完成予定 :平成 26 年 6 月末

･ 所要経費 : 1,4 17,500 千円

･施工業者 清水建設㈱名古屋支店 三重営業所
･ 延床面積 : 15,233, 15 讃

･ 建築面積 : 3,053,45 話

･構造種別 :鉄骨鉄筋コンクリート造

･建築階数 :地下 1 階 ･地上 5 階 塔屋 3階建



!資料1｣
本庁舎耐震補強事業スケジュール

23年度 24年度

4 5 6 7 9 10 = 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3

委l毛入札
仕様書 島yし

ポ サ′し dJ--仮契約〆ミ承認
(契約)

着工

、/

プロポーザルク"告

契約
3月

25年度 26年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3

･
･

(工期短縮9カ月)

工事施工(18か月)

!l=
※(基本設計･実施設計)+ (工事施工)を併せて27カ月で工事完成



-資料 2 -. 柱頭先震について
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平成2 4 年 10月 1日 ~ 平成2 4 年 12月 16 日

凡例

- - - - 仮囲い
(H24.す0.01~ H24.12.l6)

メ鬱しン 交通誘導員凧穐
㈱ 来庁舎 職員動線

　

　

園回
駐輪場

□ o □　 　

L南靴本駐車場 - L光凡中学校l

本庁舎耐震補強工事に伴う仮設建物の仮設計画

平成2 4 年 12月 17 日 ~ 平成2 6 年6月 3 0 日

凡例

- - - - 仮囲い
(H241 21 7~ H26.06.30)

◇=◇ 来庁舎 ･職員動線

A T M 得』! 交通誘導員

仮設建物 -‘

　 　　　　
　　

　　　

　

駐輪場 ‘

　 　　 　　
-南立体駐車場 ｣ l光凡中学校-

本庁舎耐震補強工事の仮設計画
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改修後 地下1階平面図
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改修後 1階平面図
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